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平成２４年度廃棄物減量等推進審議会年間スケジュール（予定）

第１回 平成２４年７月３１日（火）

委嘱状の交付、

正副会長の互選、

報告事項（平成２３年度ごみ・資源物処理量、平成２３年度廃棄物会計）

第２回 ９月中旬

報告事項

市のごみ減量・資源化施策の説明

※ 審議会開催前に市内中間処理場及び空缶・古紙等処理場への見学を予定

第３回 １０月下旬

報告事項

平成２５年度一般廃棄物処理計画（案）の諮問及び審議

第４回 １１月下旬

報告事項

平成２５年度ごみ・リサイクルカレンダー表紙絵応募作品の審査

平成２５年度一般廃棄物処理計画（案）の審議

第５回 平成２５年１月下旬

報告事項

平成２５年度一般廃棄物処理計画（案）の審議（答申）

※ 審議会開催数については、今後の状況に応じて変動あり



単位：トン

家庭系(Ａ) 事業系(Ｂ) 家庭系(Ｄ) 事業系(Ｅ)

4月 1,047.6 56.1 1,103.7 954.9 49.1 1,004.0 △ 99.7 △ 9.03%

5月 1,098.4 59.6 1,158.0 1,138.7 52.2 1,190.9 32.8 2.83%

6月 1,076.5 58.1 1,134.6 0.0

7月 1,061.8 57.3 1,119.1 0.0

8月 1,082.9 58.9 1,141.8 0.0

9月 1,044.1 68.5 1,112.6 0.0

10月 1,005.7 61.3 1,067.0 0.0

11月 1,074.3 66.9 1,141.2 0.0

12月 1,098.3 58.8 1,157.1 0.0

1月 1,032.7 51.4 1,084.1 0.0

2月 947.5 55.8 1,003.3 0.0

3月 1,010.6 57.7 1,068.3 0.0

合  計 12,580.4 710.4 13,290.8 2,093.6 101.3 2,194.9 △ 66.9 △ 2.96%

比較増減率
　　　　　　合　計(Ｃ＝Ａ+Ｂ) 　　　　　合　計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）項　　目

燃やすごみの処理量の昨年度との月別の比較について

平成23年度 平成24年度

比較増減量
（Ｇ＝Ｆ－Ｃ）

平成２４年７月３１日

環境部ごみ処理施設担当

廃棄物減量等推進審議会資料



単位：ｔ

支援先 処理委託期間
処理委託料
(円/t)

支　援　量
（搬入上限）

5月31日までの
搬入量(実績)

備　考（構成市等）

多摩川衛生組合（第2ブロック）
 平成24年4月2日～
 平成25年3月31日

48,000 8,000 1,806
構成市：稲城市・狛江市・府中市・
国立市

三鷹市（第2ブロック）
 平成24年4月9日～
 平成24年11月30日

42,000 1,500 288

日野市（第1ブロック）
 平成24年6月1日～
 平成25年3月31日

48,000 2,000 0

昭島市（第1ブロック）
 平成24年7月2日～
 平成25年3月31日

48,000 1,800 0

13,300 2,094

平成２４年度　可燃ごみ処理の支援状況について

合　計



       

平成２４年度一般廃棄物処理計画
              

平成２４年４月１日

小金井市環境部ごみ対策課
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可燃ごみの全量の処理を他市・一部事務組合にお願いしている中で

最大限のごみ減量を目指す

はじめに

⑴ 昭和３２年に設立された二枚橋衛生組合は、構成市（調布市、府中市、小金井

市）から排出される可燃ごみを共同で処理することを目的に設立された一部事務

組合で、昭和３３年から焼却業務を開始し、施設の改修等を適時行いながら焼却

業務を続けてきた。しかし、焼却施設の経年による劣化が著しくなり、平成１９

年３月末に全焼却炉を停止し、組合を解散することについての構成市間の協議が

整ったことから平成２２年３月末日をもって解散した。

⑵ 二枚橋焼却場の全ての焼却炉を停止したことから、安定的な可燃ごみ処理体制

が構築されるまでの間は、市内から発生する可燃ごみの全量の処理を他団体の施

設に依頼せざるを得ず、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱（以下「支援要

綱」という。）に基づき、多摩地域の各市及び一部事務組合（以下「団体」という。）

に、当市の可燃ごみの処理を依頼している。

⑶ 各団体には、ご無理なお願いをすることとなったが、平成１９年度は８団体（国

分寺市、柳泉園組合、東村山市、武蔵野市、小平・村山・大和衛生組合、昭島市、

日野市、西多摩衛生組合）に、同２０年度は９団体（国分寺市、柳泉園組合、東村

山市、武蔵野市、小平・村山・大和衛生組合、昭島市、日野市、西多摩衛生組合、

多摩川衛生組合）の中間処理施設（焼却施設）において支援をお願いすることがで

きた。平成２１年２月には、事業の進捗が図れなかったことにより、大変厳しい状

況となったが、平成２１年度は緊急避難的措置として６団体（八王子市、昭島市、

国分寺市、日野市、多摩川衛生組合、三鷹市）に当市のごみの受け入れをお願いし、

平成２２年度については、改訂された支援要綱に基づき、多摩川衛生組合、昭島市、

八王子市、日野市から支援をいただいた。

続く平成２３年度は、前年度同様、多摩川衛生組合から支援をいただくことがで

きたが、当市の新ごみ焼却施設建設に対する取り組みに厳しい意見が高まりを見せ、

各団体も受け入れに慎重な姿勢となり、まさに危機的な状況を迎えることとなった。

しかし、市長も自らの職を賭して各団体へ支援の要請を行った結果、当初から支援

をお願いした多摩川衛生組合に加え 7団体（国分寺市、日野市、多摩ニュータウン

環境組合（構成市＝八王子市、多摩市、町田市）昭島市、町田市、八王子市、三鷹

市）から支援をいただき、可燃ごみの全量処理を行うことができた。

⑷ こうした現状の中で当市では、関係市の皆様へのご迷惑、ご負担を少しでも軽減

するためにも可燃ごみの減量に努力を続け、平成２２年度における小金井市の総ご

み量は、１人１日当たり６２１グラムと多摩地域では最小となり、全国の１０万人

以上５０万人以下の地方公共団体の中でも、最も排出量が低い市となっている。こ
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のようなごみ減量の成果は、生ごみ処理機購入費補助制度を活用した取り組みや、

ざつがみリサイクル袋等による古紙類の分別、枝木・落ち葉の堆肥化などの施策を

背景にした、ごみゼロ化推進員の方々をはじめ市民の大変な減量努力によるもので

あり、市民の皆様に心から感謝する。

しかし、新ごみ焼却施設が稼働するまでの間、市内から発生する可燃ごみの全量

を多摩地域の各施設に支援していただかなければならない状況の中で、施設周辺に

お住まいの皆様はもちろん、当該市の皆様のご負担を少しでも軽減できるよう、平

成２４年度も更なるごみ減量を目指す必要がある。

こうした状況を踏まえて、平成２４年度一般廃棄物処理計画を策定し、後述する

各種の施策を効果的に実施するとともに、引き続き市民の皆様に更なるご理解・ご

協力をお願いする次第である。

あわせて、平成１９年度以降、当市の可燃ごみの焼却処理をお願いすることとな

った関係市の皆さま及び焼却施設周辺にお住まいの皆様に、深く感謝申し上げると

ともに、今後もより一層のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

【燃やすごみ処理量の推移】
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第１ 平成２３年度一般廃棄物処理計画の達成状況

１ ごみ減量の達成状況

⑴ 可燃系ごみ

平成２３年度処理量（推定）は、１３，４８５ｔの見込みであり、対前年度

（平成２２年度）実績処理量に対し６．５％減となり、平成２３年度の削減目

標は達成する見込みである。

⑵ 不燃系ごみ

平成２３年度処理量（推定）は、４，５３０ｔの見込みであり、対前年度（平

成２２年度）ごみ実績処理量に対し４．１％増で、対前年度比１％減の平成２

３年度削減目標は達成できない見込みである。

これは、分別収集の徹底化を進めている中で、燃やすごみの中に混入してい

たプラスチック類等がより正しく分別されるようになったことに伴い、不燃系

ごみへ移行したことが一因と考えられ、他の要因についての精査もしながら、

引き続き資源化率の向上と発生抑制を目指し取り組む必要がある。

⑶ 資源物回収

平成２３年度回収量（推定）は、９，３４２ｔの見込みであり、対前年度

（平成２２年度）資源物実績回収量に対し７．２％増の見込みである。

これは、平成２３年４月より、一般家庭から排出された剪定枝を原則１束

（袋）からの申し込み制による回収とし、全量資源化処理を行ったことによる

ものである。

   

表１ 平成２３年度ごみ減量・資源物回収目標達成状況

（単位：ｔ）

種類
平成 23年度処理量・回収量(推定)

Ａ

平成 22年度実績処理量・回収量Ｂ

平成 22 年度実績処理量・回収量に対す

る削減率[（Ａ-Ｂ）/Ｂ]

可燃系ごみ 13,485
14,415

△6.5％

不燃系ごみ 4,530
4,351

4.1％

資源物 9,342
8,717

7.2％

有害ごみ 43 47

合計 27,400
27,530

△0.5％
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⑷ 市民 1人１日あたりの発生量の状況

    上記⑴、⑵、⑶より、市民 1人 1日あたりのごみ発生量は下表のとおりとな

   る。

    （単位：ｇ）

平成 23年度処理量・回収量（推定）Ａ

平成 22 年度実績処理量・

回収量 Ｂ

対平成 22年度実績処理量・回収量に対す

る増減率[（Ａ-Ｂ）/Ｂ]

市民 1 人 1日

あたり発生量
610

621

△1.8％

・市民 1人 1日あたり発生量＝発生量÷小金井市人口÷365 日（平成 23 年度は 366 日）

発生量・・・・・・平成22 年度 26,163 トン、平成 23 年度 （推定）25,937 トン。

小金井市人口・・・平成 22 年度 115,351 人、平成 23 年度 116,147 人。（共に 10月 1 日現在）

・集団回収量を除く

２ 平成２３年度一般廃棄物処理計画に掲げたごみ減量及び資源化等の施策の実

施状況

⑴ 新たな施策として、次年度の更なる燃やすごみ減量の推進に取り組む際の

重要な根拠となり、生ごみの水切りを行うことによる減量効果を市民に周知

することにより、更なる燃やすごみの発生抑制につなげていくため、水切り

モニターを募り、一般家庭における生ごみ水切り効果の検証を実施した。

また、適切なごみ分別及び資源化率の向上とごみ減量を図る取り組みとし

て、ごみ分別及びリサイクルを指導するごみの相談員制度を導入し、ごみゼ

ロ化推進員の協力のもと、１０月よりスタートさせ、各委員のご自宅に表示

看板を取り付けていただき、市民へのより身近な分別指導を行えるよう体制

を整える事が出来た。

⑵ 充実させる施策として取り組んだ、一般家庭から排出された剪定枝を原則１

束（袋）からの申し込み制による回収とし、全量資源化処理を行ったことによ

り、大幅な燃やすごみの削減を果たす結果となった。また、市内公立小中学校

に設置する乾燥型生ごみ処理機を活用した一般家庭から排出される生ごみ夏

休み投入及び土曜日投入活動が、地域住民のご理解により活用が広まり、機器

の効率的活用による生ごみの資源化により更なる減量が図られた。

乾燥生ごみの戸別回収については、生ごみ減量化処理機器購入費補助金制度

の活用を含めた機器の普及に努めた。東日本大震災に伴う節電対策の影響から、

電動式機器の利用を一時的に控える家庭もあったが、徐々に回復し、現在は継

続的な運用が図られている。
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⑶ 継続させる施策として、単身者が居住する集合住宅に対する適正な排出指

導、市施設ごみゼロ化行動計画の充実によるごみ排出量の削減、各団体が取

り組む集団回収の拡大に向けた行政サポート等の取り組みを行った。

⑷ 実施に向けて検討する施策として、国の緊急雇用創出事業臨時特別交付金

を活用した「生ごみ等の循環型まちづくり推進事業モデル」の設計を民間調

査機関に委託した。この事業モデルをベースに、平成２４年度以降に本市に

適したごみ減量施策策定に取り組む。

第２ 平成２４年度ごみ処理計画

１ ごみの減量計画

本市は可燃ごみ処理施設を有しておらず、多摩地域の多くの処理施設に燃やす

ごみの全量を処理していただいている状況の中、処理施設及び周辺住民への負担

を軽減させるため、市民・事業者と協働して一層ごみの減量・資源化を進めるこ

とが急務となっている。更に不燃系ごみについては増加が見込まれ、こうした厳

しい状況の中で、確実に実現することを目指す平成２４年度の減量計画を設定す

る。

  

  ⑴ 平成２４年度減量目標

① 可燃系ごみ ５％減量

    平成２３年度実績処理量から５％減量することを目標とし、これを平成２

４年度減量目標とする。これは、平成２３年度までの本市の減量努力を踏ま

えて、更なる減量を目指すものである。

  

② 不燃系ごみ １％減量

    平成２３年度実績処理量から１％減量することを目標とし、これを平成２

４年度減量目標とする。可燃系ごみと比較して減量率が低いのは、平成２３

年度と同様、平成２４年度においても分別の徹底を進めることにより、これ

まで燃やすごみの中に混入されていた不燃ごみが、本来の不燃ごみとして排

出されるようになることを想定している。
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表１ 平成２４年度ごみ減量目標
（単位：ｔ）

種類
平成 24 年度計画処理量

（減量目標量）Ａ

[Ａ＝Ｂ（１-減量率※）]

平成 23 年度処理量（推定）

Ｂ

可燃系ごみ 12,811 13,485

不燃系ごみ 4,485 4,530

有害ごみ 43 43

合計 17,339 18,058

※減量率 可燃系ごみ５％ 不燃系ごみ１％

⑵ 平成２４年度資源物回収目標

平成 24 年度

計画回収量

平成 23年度

回収量（推定）

9,342 9,342

資源物回収については、平成 23 年度回収量（推定）＝平成 24 年度計画回収量とする。

２ 平成２４年度ごみ処理計画

  上記を踏まえ、平成２４年度一般廃棄物処理計画は下表のとおりとする。

⑴ ごみ処理計画
                               （単位：ｔ）

分別区分 処理方法
平成 24 年度

計画処理量Ａ

[A＝B（1-減量率）]

平成 23 年度

処理量(推定）  

Ｂ

可
燃
系
ご
み

燃やすごみ 焼    却 12,599 13,262

粗大ごみ

（可燃系）

木質粗大ごみをサーマルリサイクル(＊1) 162 170

布団をサーマルリサイクル 50 53

小     計 12,811 13,485 
 
 

 

不
燃
系
ご
み

プラスチックご

み

選

別

資

源

化

プラスチック製容器包装については、容器包装

リサイクル法に基づく資源化

1,641

（1,641）
1,658

廃プラスチック類をケミカルリサイクル

(＊2)

477

（477）
482

燃やさないごみ
破

砕

・

選

別

資

源

化

鉄等金属を資源化
446

（446）
450

燃やさないごみ、粗大ごみ（不燃系）を破砕後、

選別した廃プラスチック類等をケミカルリサイ

クル(＊2)

1,275

（1,275）
1,288

粗大ごみ

(不燃系）

燃やさないごみ、粗大ごみ（不燃系）を破砕後、選別

した廃プラスチック類等をサーマルリサイクル
552 557

埋め立て 94 95

小     計
4,485

（3,839）
4,530

有害ごみ 一部資源化・埋め立て 43 43

合     計
17,339

（3,839）
18,058

（  ）内数値は資源化量で内数
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(＊1) サーマルリサイクルとは、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利用することである。

(＊2) ケミカルリサイクルとは、製品の化学原料としてリサイクルすることをいう。（ガス化等）

  ⑵ 資源物回収計画

    

      資源物回収については、平成 23年度回収量（推定）＝平成 24年度計画回

収量とする。

（単位：ｔ）

分別区分
平成 24 年度

計画回収量

平成 23 年度

回収量（推定）

古紙 5,940 5,940

布 743 743

枝木・草葉 768 768

乾燥生ごみ
戸別回収 13 13

拠点回収 1 1

びん 1,055 1,055

空き缶 352 352

ペットボトル 348 348

トレイ 12 12

金属 107 107

ペットボトルキャップ 3 3

合計 9,342 9,342

⑶ 総資源化計画

  

⑴ごみ処理計画及び⑵資源物回収計画から、本市における総資源化計画は次

のとおりとなる。

3,839ｔ（不燃系ごみ収集後資源化量）＋9,342ｔ（資源物回収による資源化量）

＝13,181ｔ

⑷ ごみ減量達成に向けた施策

① 新たに実施する施策

ア ごみの中に含まれる再使用可能なくつ・かばん類等を市施設へ持ち寄り、資

源の有効活用を推進することにより、主に不燃系ごみの減量を図る。

  イ 東京学芸大学と連携し、子供向け減量キャラクターを効果的に使用した広報

   活動を行い、若年層に対する意識啓発により、やがては世代間を越えたごみ減

量を図る。

② 充実させる施策

ア 生ごみの水切りを徹底するため、市民とりわけ小・中学生及びその保護者世
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代への講習会等啓発を強化し、燃やすごみの減量を図る。

イ ごみの相談員制度の定着と活動を広めるため、一般市民及び転入者等に対し、

ごみ分別の知識を更に深めることにより、ごみ減量・資源化の推進を図る。

ウ 町会、自治会等の自主的な管理運営による大型生ごみ処理機の活用を広め、

生ごみの減量を図る。

エ 教育委員会と連携し、児童・生徒を対象に環境教育を推進するため、ごみに

関する意識の向上を図る。

オ 市内公立学校の乾燥型生ごみ処理機を有効活用し、地域ボランティアと連携

して夏休み及び土曜日における生ごみ市民投入を広め、生ごみの資源化の推進

を図る。

③ 継続させる施策

ア 一般家庭から排出される剪定枝を資源化し、燃やすごみの減量を図る。

イ 生ごみ減量化処理機器購入費補助金制度の利用による機器の普及を広め、

乾燥生ごみの戸別回収による、生ごみ堆肥化事業の充実を図る。

ウ ＪＡ・市内農産物取扱店と行政との連携により、生ごみ堆肥で育てた農産物

の流通を促進し、地域循環型社会の構築に努める。

エ 事業者に関する、生ごみ減量化処理機器購入費補助金制度を周知し、機器設

置及び活用の促進による事業系生ごみの減量を図る。

オ 販売事業者（コンビニ、スーパー等）の特定容器等（ペットボトル・トレ

イ・空き缶・紙パック等）の自主的な回収・処理の拡充を図る。

カ 粗大ごみの再生、販売によるリユース・リサイクルの促進を図る。

キ 集合住宅の管理会社又は所有者と協働し、居住者に対するごみの徹底分別等、

適正な排出指導を行うことでごみ減量を図る。

ク リサイクル推進協力店認定店舗数を拡大し、市民、販売事業者と協働したご

みの発生抑制とごみ減量意識の向上を図る。

ケ 市施設ごみゼロ化行動計画に基づき、市庁舎内及び公共施設のごみ排出量の

更なる削減及び資源化率の向上を図る。

コ 各団体が取り組む集団回収の実施状況を広報するなどの行政サポートによ

り、ごみ減量及び資源化率における市民意識の向上及び活動の活性化を図る。

サ 大規模事業所及び中小すべての事業所について、事業者責任におけるごみの

適正な排出と処理及び発生抑制と資源化の推進を図る。
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第３ ごみの排出と収集及び処理

１ 市指定収集袋による排出

   次に掲げる廃棄物については、市指定収集袋によりそれぞれ分別して排出する。

ア 家庭ごみのうち燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチックごみ

    イ 事業系一般廃棄物で１日平均１０ｋｇ未満の量を排出する事業所は事業用指

定収集袋により排出（古紙を除く。ただし、シュレッダーごみは４５ℓ以内の透

明または半透明の袋で１回の排出量を２袋以内は無料とする。ただし、１日平均

１０ｋｇ以上排出する事業所は一般廃棄物収集運搬業許可業者等による処理。）

２ 収集の分別区分及び排出・収集方法等
分別区分

（収集回数等）
ごみの内容 排 出 方 法 備 考

燃やすごみ

（週２回/委託）

生ごみ・貝殻・紙おむつ・

紙くず類・衛生上焼却す

るものなど

☆市指定収集袋（黄）に入れ、8 時 30 分までに敷地内

の排出場所に排出する。ただし、紙おむつ、落ち葉（2

袋まで）は透明又は半透明の袋に入れて排出する。（事

業所から排出される紙おむつは事業用指定収集袋に

入れる。）

プラスチック

ごみ

（週１回/委託）

ビニール・ポリ袋・硬質

プラスチックなどのプラ

スチック

☆市指定収集袋（青）に入れ、8 時 30 分までに敷地内

の排出場所に排出する。汚れ等による異物の混入を避

けるため、洗って乾かしてから排出する。

燃やさない

ごみ

（２週に１回/委託）

小型家電製品*・皮革製

品・ガラス類・せともの

など

☆市指定収集袋（青）に入れ、8 時 30 分までに敷地内

の排出場所に排出する。

*家電ﾘｻｲｸﾙ

法対象外

の小型家

電

有害ごみ

（２週に１回/委託）

乾電池・蛍光管・水銀体

温計・ライター

☆透明又は半透明の袋（事業所から排出される有害ご

みは事業用指定収集袋）に入れ、「有害」と書いて、

8時 30 分までに敷地内の排出場所に排出する。

粗大ごみ（注）

（随時/委託）

家具・収納用品・自転車・

ふとん・ベッド･敷物など

☆申込みをしてから、品目ごとに粗大ごみ処理券を貼っ

て、収集予定日の 8時 30 分までに敷地内に排出する。

事業系粗大

ごみは収集

しない

枝木・草葉

（指定日/直営・委託）

枝木・落ち葉・雑草等の

草木

*枝木・草葉は１束（袋）

から、落ち葉は３袋から

の申込制による回収。３

袋に満たない場合は燃や

すごみとして分別。

☆申込みをしてから指定日の 8 時 30 分までに敷地内の

排出場所に以下のとおり排出する。

☆枝木：１本の長さ１m以内、1本の直径 15cm以内、束

の大きさ 30cm程度までをひもで束ねて排出する。

☆落ち葉・雑草：透明又は半透明の袋に入れて排出する。

２袋以下の

落ち葉は、燃

やすごみで

も排出でき

る

乾燥生ごみ

（週１回/直営）

家庭用電動生ごみ処理機

により乾燥させた生ごみ

☆乾燥生ごみを市指定専用容器に入れ、収集日の

8時 30 分までに敷地内の排出場所に排出する。

＊（透明又は半透明の袋に入れて専用容器設置施設（公

拠点回収は

随時可
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民館等市内公共施設 11箇所）で拠点回収に持参可）

古紙・布類

（週１回/委託）

新聞・段ボール・その他

の紙（雑誌・雑紙）・紙パ

ック・シュレッダーご

み・布類

☆朝 8 時 30 分までに敷地内の排出場所に以下のとおり

排出する。

☆新聞・段ボール：それぞれ紙ひもで縛って排出する。

☆その他の紙（雑誌・雑紙）：雑誌は紙ひもで縛って排

出する。雑紙は雑誌の間に挟んで縛って排出するか、

紙袋にまとめて入れ、口を閉じて排出する。

☆紙パック：洗って開いて乾かして、紙ひもで縛って

排出する。（スーパー等の拠点回収ボックスに持参可）

☆シュレッダーごみ：透明又は半透明のビニール袋に入

れ、空気を抜いて排出する。

☆布類：透明又は半透明のビニール袋に入れ排出する。

紙パックの

拠点回収は

随時

布類は収集

開始（8 時

30）直前で

雨天の場合

は回収中止

スプレー缶
（２週に１回/委託）

スプレー缶･エアゾール

缶

卓上カセットボンベなど

☆中身を使い切って、できるだけ袋に入れず、かご等で

8時 30 分までに敷地内の排出場所に排出する。

空き缶
（２週に１回/委託）

飲料缶・菓子缶・茶缶

缶詰缶など
☆中身を洗って、できるだけ袋に入れず、かご等で朝8

時 30 分までに敷地内の排出場所に排出する。

☆ペットボトルのふたは取って排出する。

＊（空き缶・ペットボトル・びんはスーパー等の拠点

回収ボックスに持参可）

空き缶･ペ

ッ ト ボ ト

ル･びんの

拠点回収は

随時

金属
（２週に１回/委託）

なべ・釜・やかんなど

ペットボトル
（２週に１回/委託）

飲料用・醤油等調味料用

びん
（２週に１回/委託）

ガラスびん

トレイ
（随時/委託）

発泡スチロール製トレイ ☆洗ってスーパー等の拠点回収ボックスに持参 随時

ペットボトル

キャップ
（随時/委託）

ペットボトルのキャップ
☆洗って乾かして専用容器設置施設（公民館等市内公共

施設 13 か所）に持参する。
随時

☆収集方法は種類ごとに分別したものを戸別収集（集合住宅は、敷地内の専用ごみ集

積所に排出したものを収集する。）及び拠点回収を行っている品目を拠点回収場所

に持参したものについては拠点回収する。

（注）上記は、家電リサイクル法対象外の粗大ごみ

３ 適正処理方法

分別区分
中 間 処 理

最終処理及び資源化
処 理 方 法 処 理 場 所

燃やすごみ

（家庭系）
支援先焼却施設※で焼却（委託） ☆焼却灰をエコセメント化（二ツ塚処分場）

燃やすごみ

（事業系）

調布市一般廃棄物積替施設にて大型コンテナ車に積

替え後、民間処理施設で処理（委託）

☆焼却・溶融（ガス化溶融改質による発電な

らびにスラグメタルおよび水酸化合物生

成による再資源化）（民間処理施設）

プラスチック

ごみ 選別

（委託)

☆容器包装リサ

イクル法対象

の廃プラスチ

ック

民間処理施設

☆容器包装リサイクル法対象の廃プラスチ

ックを(財）日本容器包装リサイクル協会

に引き渡し資源化
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☆容器包装リサ

イクル法対象

外の廃プラス

チック

☆容器包装リサイクル法対象外の廃プラス

チックをケミカルリサイクル

（民間処理施設）

燃やさない

ごみ

破砕・選別  

(委託)

☆金属

☆破砕後のプラ

スチック類等

☆不燃ごみ

小金井市中間処理場

☆鉄・アルミ等金属を資源化（民間処理施設）

☆破砕後のプラスチック類等をケミカルリ

サイクル（民間処理施設）

☆破砕後のプラスチック類等をサーマルリ

サイクル（民間処理施設）

☆不燃ごみは埋立処分（二ツ塚処分場）

有害ごみ

破砕

（委託)

☆蛍光管

☆ライター
小金井市中間処理場 ☆一部資源化・埋立処分（民間処理施設）

選別

（委託)

☆乾電池

☆水銀体温計

粗大ごみ

（可燃系）

破砕

(委託)

☆木質家具等は

板状に分解

※ふとんは中間

処理をしてい

ない

小金井市中間処理場

☆木質家具等をサーマルリサイクル

（民間処理施設）

☆ふとんをサーマルリサイクル

（民間処理施設）

☆再使用可能なものを修理し販売

（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ小金井ﾘｻｲｸﾙ事業所）

粗大ごみ

（不燃系）

選別・

プレス

(委託)

☆自転車・保管

庫等大部分が

金属のもの

小金井市中間処理場

☆自転車・保管庫等大部分が金属のものを資

源化（民間処理施設）

破砕・選別

（委託）

☆上記以外の複

合素材

☆金属

☆破砕後のプラ

スチック類等

☆不燃ごみ

☆鉄・アルミ等金属を資源化（民間処理施設）

☆破砕後のプラスチック類等をケミカルリ

サイクル（民間処理施設）

☆破砕後のプラスチック類等をサーマルリ

サイクル（民間処理施設）

☆不燃ごみは埋立処分（二ツ塚処分場）

☆再使用可能なものを修理し販売

（ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ小金井ﾘｻｲｸﾙ事業所）

枝木・草葉
チップ化

(委託）
民間処理施設 ☆堆肥化（民間処理施設）

乾燥生ごみ
☆堆肥化（小金井市中町肥料化実験施設）お

よび民間処理施設

ペットボトル
選別・プレス

(委託)

小金井市中町中間処

理施設

☆一部を（財）日本容器包装リサイクル協会

に引渡し資源化

☆一部を民間処理施設で資源化

スプレー缶
穴あけ・プレス

(委託）
小金井市中間処理場

☆資源化（民間処理施設）金属
選別

(委託） 小金井市中町中間処

理施設
空き缶

選別・プレス

(委託)
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布
選別

(委託）

びん
選別

(委託）
民間処理施設

古紙

トレイ
選別・減容

(委託）
民間処理施設

ペットボトル

キャップ ☆ＮＰＯ法人に寄付し資源化

※   平成２４年度における可燃ごみの処理委託先については、当面、多摩

   川衛生組合からご支援を頂くことになるが、平成２４年４月１日現在で

は年間を通じての処理先を確保するには至っていない。可燃ごみを安定

的に処理するため、今後も全力を挙げて多摩地域の各団体に支援要請を

行うものとする。

  

第４ 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関する市民及び事業者の協力義

務

１ 市民の協力義務の内容

⑴ 燃やすごみの減量を最大の目的とし、一般家庭及び事業者双方において、生

ごみ排出の際の水切りを十分に行い排出量の減量化を図る。

⑵ リフューズ（断る）、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再生利用）の４Ｒを実践し減量努力をする。

⑶ 環境に配慮した商品の購入、簡易な包装容器の選択、ノーレジ袋やマイバッ

グ持参など生活様式や事業活動の見直しを実行する。

⑷ 市の一般廃棄物処理計画に従った分別排出を行う。

⑸ 市が収集しない一般廃棄物について市の定める方法に従い適正処理する。

２ 事業者の協力義務の内容

⑴ 製品及び容器等の製造、加工ならびに、販売の際、それら製造、加工、販売

されたものが廃棄物となった場合、適正処理が困難にならないような製品、容

器等の製造、加工、販売する。

⑵ 事業系一般廃棄物の事業者の責任により適正処理する。

⑶ 販売事業者による特定容器の店頭回収を行う。

⑷ ばら売り、量り売り及び簡易包装の推進、環境に配慮したエコマーク付き商

品及びリサイクル商品の製造・販売等環境に配慮した事業活動を推進する。

⑸ 丈夫で壊れにくい製品の製造と販売及び修理体制を確保する。

第５ ごみ処理施設の整備に関する事項

１ 可燃ごみ処理施設
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小金井市では、可燃ごみの安定的な処理体制の確立に向け、新ごみ処理施

設の建設場所を二枚橋焼却場跡地と決定した。しかし、当該跡地に権利を有

する関係市が独自の利用計画を示していることから、同用地の活用は大変厳

しい状況である。したがって、一部事務組合への加入等、他の方策も含め、

平成２４年度末までに実現可能な方針を示す予定である。

２ 不燃ごみ処理施設

⑴ 施 設 名：小金井市中間処理場

⑵ 所 在 地：東京都小金井市貫井北町１－８－２５

⑶ 型 式：高速回転複合式竪型破砕機

⑷ 処理能力：３０ｔ／５ｈ（３０ｔ／５ｈ×１基）

⑸ 現 状

燃やさないごみと粗大ごみを破砕・選別処理をしている小金井市中間処理

場は、平成１８年度・１９年度に臭気対策を第一義に、おおむね１０年間の

稼働に耐え得るように大規模改修工事を行ったが、昭和６１年１２月の稼働

以来２５年が経過し、施設全体の老朽化が進んでいる。

今後、施設の更新に向け地域との協議を進めていく予定である。また、新た

に事務所棟を建設したことにより、見学者コース及び展示品の充実を図り、環

境教育にも役立つ施設とした。

３ 廃棄物最終処分場

⑴ 施 設 名：日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場

（東京たま広域資源循環組合）

⑵ 所 在 地：東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内

⑶ 構 成 市：小金井市を含む多摩地域２５市 1町

⑷ 現  状

小金井市を含む多摩地域２５市１町の約４００万人から排出されるごみは、

焼却処理や破砕処理をして日の出町にある二ツ塚廃棄物広域処分場に搬入さ

れている。破砕処理した不燃ごみは埋立て、焼却灰はエコセメントにリサイク

ルされている。

平成１０年１月の埋立て開始時は埋立て可能な量が約３７０万㎥で、平成２

２年度までに４４．４％の埋立てが終了している。

エコセメント事業は、焼却灰からエコセメントを生産し、幅広く生活の中に

定着させることにより、処分場の延命を図っている。

しかし、不燃ごみの埋め立ては、現在も継続して行われており、限りある処

分場を有効に利用していかなくてはならない。

本市では平成１８年度から燃やさないごみの３分別収集を実施し、燃やさな

いごみの資源化に取組み、埋め立て量の削減に努めている。
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第６ 動物の死体処理について

１ 市へ届け出るもの

占有者が、その土地または建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないと

きは、市に届け出なければならない。

２ 市が収集するもの

⑴ 市に処理申込みがあったペットの死体

⑵ ノラ犬、ノラ猫等飼い主不明の死体

３ 処理方法

動物の死体を扱う寺院に委託

第７ し尿及び浄化槽汚泥の処理について

１ 収集及び運搬

   し尿及び浄化槽汚泥の収集方法については、下表のとおり。

                                単位：ｋℓ

し尿・

浄化槽汚泥

排出者
収集・運搬

見込み量
収集地域 収集回数 収集方法

一般家庭

82 市内全域

月２回 (委託)

バキューム車に

よる収集
事 業 所 随 時

２ し尿及び浄化槽汚泥の処理

小金井市・武蔵野市・小平市・東大和市・武蔵村山市の５市で構成する一部事

務組合（湖南衛生組合）で共同処理する。

構成市における公共下水道の普及に伴いし尿搬入量は年々減少し、同組合処理

施設の処理能力２００ｋℓ／日に対し、現在の処理量は６ｋℓ/日程度である。た

だし、この処理施設は建設後４０年以上経過し、老朽化が進んだため改修工事が

行われ、現在、処理能力を６ｋℓ/日に縮小し運転をしている。処理水は、混合水

槽内で希釈し公共下水道に放流している。

処理施設の概要は次のとおり。

⑴ 施 設 名：湖南処理場（湖南衛生組合）

⑵ 所 在 地：東京都武蔵村山市大南５－１

⑶ 形  式：希釈前処理方式

⑷ 処理能力：６kℓ／日
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第８ その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項について

１ 市が収集しない一般廃棄物について

⑴ ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、

衣類乾燥機、エアコン

（家電リサイクル法に基づき販売店により回収される）

⑵ パソコン

   （資源有効利用促進法に基づきメーカーにより自主回収される）

⑶ ドア、畳、床材、壁材、土、砂、灰、瓦、レンガ、石材、ブロック、ピアノ、

電子オルガン、耐火金庫、風呂釜、浴槽、バッテリー、タイヤ、モーター、

ホイール、ボウリングのボール、プロパンガスボンベ、消火器、灯油、廃油、

農薬、薬品、塗料等

（危険、有害等で市の施設では適正処理できないため、関係事業者及び市民の

協力を得て専門の処理業者により回収処理させる（適正処理困難物又はそれ

に準ずるもの））

⑷ オートバイ

（メーカーにより自主回収される）

⑸ 在宅医療に伴う注射器・注射針

（市内薬局により自主回収される）

２ 処理方法の変更

   天候その他の特別な事情があるときは、収集、運搬及び処分の方法を変更す

ることがある。



別　　紙　　平成24年度一般廃棄物処理計画　ごみ処理フロー図 　　

可
燃
系
ご
み

不
燃
系
ご
み

燃やすごみ

（委託）

焼却処理

（委託）
焼却灰

粗大ごみ

（委託）

エコセメント化

(一部事務組合)

破砕・選別

（中間処理場）

有害ごみ

（委託）

金属

（ 中間処理場）

不燃ごみ

粗大ごみ

（不燃系）

選別

（委託・民間工場）

選別

（ 中間処理場）

日本容器包装

リサイクル協会

破砕後の

プラスチック類等

プラスチック

ごみ（委託）

埋立処分

サーマルリサイクル

（委託・民間工場）

日本容器包装

リサイクル協会

に引き渡さないもの

日本容器包装

リサイクル協会による

リサイクル(委託)

ケミカルリサイクル

(委託・民間工場)

アルミくず

鉄くず

金属に再生

アルミに再生

鉄に再生

ケミカルリサイクル

(委託・民間工場)

埋立・一部資源化

(委託・民間工場)
蛍光管、体温計は

中間処理場で破砕

燃やさない

ごみ

サーマルリサイクル

（委託・民間工場）
ふとん

粗大ごみ

（可燃系）

木質家具等

委託

委託

（委託） （委託）

サーマルリサイクル

（委託・民間工場)


